
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　精算後に退場カードを発行する退場カード発行ユニットを備えたリストバンド自動精算
機において、
　前記退場カード発行ユニットは、前記退場カードを退場カード取出口へ搬送手段によっ
て搬送するカード搬送装置と、
　予め貯留している前記退場カードを前記カード搬送装置に搬出するカード搬出装置と、
　を備え、
　前記カード搬送装置は、

　

リストバンド自動精算機。
【請求項２】
　カード搬送装置は、退場カード取出口からの退場カードの逆入れを防止するために、当
該退場カード取出口と搬送手段終端部との間にシャッタを備え、
　前記シャッタは、前記搬送手段を経た前記退場カードの進入時の当接により姿勢を変化
させて当該退場カードの通路を開けるとともに、当該退場カードの通過後の当接解除によ
り自重で姿勢を変化させて当該退場カードの通路を閉じるように形成したことを特徴とす
る請求項１に記載のリストバンド自動精算機。
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退場カードを案内する案内溝を有したガイドレールを搬送方向
と平行に一対備え、

前記一対のガイドレールは、カード取出開口部に近づくにしたがって互いに近接すると
ともに、当該カード取出開口部直前において互いの前記案内溝どうしが連通するように形
成したことを特徴とする



【請求項３】
　シャッタは、搬送手段を経た退場カードの通過途中の当接により姿勢を変化させて当該
退場カードの通路を閉じるように形成したことを特徴とする請求項２に記載のリストバン
ド自動精算機。
【請求項４】
　退場カードの通過を検知するセンサ手段を、搬送手段終端部とシャッタとの間に配設し
たことを特徴とする請求項２または３に記載のリストバンド自動精算機。
【請求項５】
　カード取出開口部には、搬出された退場カードに当接し当該退場カードの静電気を除去
する除電ブラシを備えたことを特徴とする請求項１～ のいずれか一つに記載のリストバ
ンド自動精算機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、リストバンド自動精算機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
たとえば、いわゆる健康ランドのような２４時間営業の利用施設等では、営業中であって
も施設利用者の利用を妨げずにリストバンド自動精算機のメンテナンスができることが要
請される。そこで、本願出願人は、特願２０００－２００３０９号等において、前面扉側
および背面扉側の双方から各種構成機器を容易にメンテナンスできるリストバンド自動精
算機を提案するに至った。このリストバンド自動精算機は、利用者の施設退場時に退場カ
ードを発行する退場カード発行ユニットを備えている。
【０００３】
この退場カード発行ユニットは、退場カードに退場時間等の所定データを書き込んで前面
扉の退場カード取出口へと搬送する搬送機能を備えたカードリーダと、予め貯留している
退場カードをこのカードリーダに搬出するカード搬出装置とから構成されている。以下、
このような退場カード発行ユニットを備えた従来のリストバンド自動精算機について説明
する。
【０００４】
まず、リストバンド自動精算機の全体構成について説明する。ここで、図７は、リストバ
ンド自動精算機を示す背面斜視図、図８は、リストバンド自動精算機を示す正面斜視図、
図９は、リストバンド自動精算機を示す正面図、図１０は、リストバンドを示す平面図で
ある。各構成機器を収納する本体ケース１は、開閉自在に設けられた前面扉２および背面
扉３と棚４を備えている。なお、背面扉３に設けられた開口部３ａは、背面扉３を閉じた
状態でも、リストバンド回収ボックス３５を本体ケース１の外部に取り出せるようにした
ものである。
【０００５】
リストバンド５は、タグ部５ａとバンド部５ｂとキー５ｃとからなり、このタグ部５ａに
は、電池不要のＥＥＰＲＯＭからなるＩＤタグメモリが内蔵されている。すなわち、この
タグ部５ａに施設利用者の個人情報（たとえば、ロッカー番号等）が書き込まれている。
リストバンド回収ユニット１０は、精算時に投入されるリストバンド５を回収するための
ものであり、前面扉２側および背面扉３側の両方向にスライド移動自在に形成され、前面
扉２側および背面扉３側の双方からメンテナンス作業をできるように形成されている。
【０００６】
背面扉３の内面に設けられたリストバンド一時保留ユニット４０は、リストバンド回収ユ
ニット１０によって回収されたリストバンド５を、リストバンド返却口９６またはリスト
バンド回収ボックス３５に振り分ける際に一時的に保留するためのものである。背面扉３
の内面に設けることにより、前面扉２を閉めたままでも、コインメカニズム９０およびコ
インホッパ６０のメンテナンスができるようになっている。
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【０００７】
コインホッパ６０は、釣銭用コインを収納し必要時に払い出すためのものであり、前面扉
２側および背面扉３側の両方向にスライド移動自在に形成され、前面扉２側および背面扉
３側の双方からメンテナンス作業をできるように形成されている。なお、コイン投入口９
２から投入されたコインは、投入コイン回収ボックス５２に回収され、売り上げ締め作業
時に払い出したコインは、コインホッパ用回収ボックス５３に回収されるようになってい
る。
【０００８】
紙幣識別装置７０は、紙幣挿入口９３から支払われた紙幣を識別するためのものであり、
前面扉２側および背面扉３側の両方向にスライド移動自在に形成され、前面扉２側および
背面扉３側の双方からメンテナンス作業をできるように形成されている。また、この紙幣
識別装置７０は、鉛直方向を軸にして所定角度、回動自在に形成されている。領収書発行
ユニット８０は、精算後に領収書を発行するためのものであり、前面扉２側および背面扉
３側の両方向にスライド移動自在に形成されているとともに、本体部の前部を支点にして
、後部を持ち上げられるように形成されている。
【０００９】
退場カード発行ユニット８８は、精算後に退場カードを発行するためのものであり、前面
扉２側および背面扉３側の両方向にスライド移動自在に形成されている。コインメカニズ
ム９０は、コイン投入口９２から投入されたコインを識別するためのものである。
【００１０】
また、前面扉２には、リストバンド挿入口９１、コイン投入口９２、紙幣挿入口９３、紙
幣返却口９４、コイン返却口９５、リストバンド返却口９６、操作部たるタッチパネルデ
ィスプレイ９７、操作要領等を発声するスピーカ９８、クレジットカード挿入口９９、退
場カード取出口１００、領収書取出口１０１、利用者を検知し、精算手続待機状態とする
ための人体センサ１０２、クレジットカードリーダ１０５等を備えている。また、本体ケ
ース１内には、装置全体の制御を行うコントロールボックス１０３、コントロールボック
ス１０３に各種の入力操作を行うキーボード１０４、無停電式の電源装置１０６、ドアス
イッチ１０７、盗難防止ブザースイッチ１０８等を備えている。
【００１１】
つぎに退場カード発行ユニット８８について、図１１に基づいてさらに詳しく説明する。
ここで、図１１は、従来の退場カード発行ユニットのカードリーダを模式的に示す断面図
である。退場カード発行ユニット８８は、退場カード（以下、カードと記す）１９８に退
場時間等の所定データを書き込んで前面扉２の退場カード取出口１００へと搬送する搬送
機能を備えたカードリーダ３００と、予め貯留しているカード１９８をこのカードリーダ
３００に搬出するカード搬出装置１７０とから構成されている。
【００１２】
カードリーダ３００内では、図示しない駆動モータによって駆動される搬送ローラ３０２
によりカード１９８が搬送され、その搬送状態はセンサ３０１によって検知されるように
なっている。通路３０３は、カード１９８の厚み方向に対応する寸法が受け口からカード
搬出口に向かって次第に小さくなるように形成され、搬送ローラ３０２を通過したカード
１９８の反りを抑制しながら、カード搬出口に向かって案内するように形成されている。
【００１３】
カード１９８の搬送路終端部は、ソレノイド３０４によって駆動されるシャッタ３０５に
よって開閉されるようになっている。搬送されたカード１９８は、板ばね３０７の押圧力
による摩擦によって停止するようになっており、カードリーダ３００からカード１９８が
抜き取られたか否かは、センサ３０６によって検知されるようになっている。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のリストバンド自動精算機の退場カード発行ユニット８８は、カード
リーダ３００のカード搬送機能によってカード１９８を退場カード取出口１００に搬送し
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ているため、カード１９８にデータを書き込む必要がない場合には、当該カード搬送のた
めにのみカードリーダ３００を使用していることとなり、コスト高となっていた。
【００１５】
また、このようなデータの書き込み機能を必要としない場合には、上記カード搬出装置１
７０を前面扉２の直後に配置し、その搬出機能によって退場カード取出口１００にカード
１９８を搬送するように構成することも可能であるが、その場合、カード搬出装置１７０
が前面扉２側に偏って配置されるため、背面扉３側からのメンテナンスがしにくくなって
しまうという課題があった。
【００１６】
また、カード搬出装置１７０に、カード１９８の抜き取り検知手段や搬送検知手段、カー
ド停止手段、カード逆入れ防止手段（シャッタ機構）等を別途設ける必要があり、これら
を設けると、顧客側の運用変更により再度カードリーダ３００を使用する必要が生じた場
合に、カードリーダ３００との互換性の保持が困難になってしまうという課題もあった。
【００１７】
この発明は、上記に鑑みてなされたものであって、カード搬出装置から搬出されたカード
を簡易な構成によって確実に搬送・搬出できるとともに、カードリーダとの互換性を容易
に保持でき、顧客側の運用変更に柔軟かつ低コストで対応できる退場カード発行ユニット
を備えたリストバンド自動精算機を提供することを目的とする。
【００１８】
また、この発明は、簡易な構成によってカードの搬送・抜き取り状態を確実に検知できる
とともに、カードの逆入れを有効に防止できる退場カード発行ユニットを備えたリストバ
ンド自動精算機を提供することを目的とする。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　上述の目的を達成するために、この発明の請求項１にかかるリストバンド自動精算機は
、精算後に退場カードを発行する退場カード発行ユニットを備えたリストバンド自動精算
機において、前記退場カード発行ユニットは、前記退場カードを退場カード取出口へ搬送
手段によって搬送するカード搬送装置と、予め貯留している前記退場カードを前記カード
搬送装置に搬出するカード搬出装置とを備え、前記カード搬送装置は、

【００２０】
また、この発明の請求項２にかかるリストバンド自動精算機は、カード搬送装置は、退場
カード取出口からの退場カードの逆入れを防止するために、当該退場カード取出口と搬送
手段終端部との間にシャッタを備え、前記シャッタは、前記搬送手段を経た前記退場カー
ドの進入時の当接により姿勢を変化させて当該退場カードの通路を開けるとともに、当該
退場カードの通過後の当接解除により自重で姿勢を変化させて当該退場カードの通路を閉
じるように形成したものである。これにより、きわめて簡易な構成にて退場カード取出口
からの退場カードの逆入れを防止でき、カード詰まり等を防止できる。
【００２１】
また、この発明の請求項３にかかるリストバンド自動精算機は、シャッタは、搬送手段を
経た退場カードの通過途中の当接により姿勢を変化させて当該退場カードの通路を閉じる
ように形成したものである。これにより、退場カードの通過途中においても、退場カード
の逆入れを防止でき、カード詰まり等を防止できる。
【００２２】
また、この発明の請求項４にかかるリストバンド自動精算機は、退場カードの通過を検知
するセンサ手段を、搬送手段終端部とシャッタとの間に配設したものである。これにより
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退場カードを案内
する案内溝を有したガイドレールを搬送方向と平行に一対備え、前記一対のガイドレール
は、カード取出開口部に近づくにしたがって互いに近接するとともに、当該カード取出開
口部直前において互いの前記案内溝どうしが連通するように形成したものである。これに
より、反りの生じた退場カードを徐々に整形して反りのない状態でカード取出開口部から
送出でき、カード詰まり等を防止できる。



、一つのセンサ手段により、退場カードの搬送終了と抜き取りとを確実に検知できる。
【００２４】
　また、この発明の請求項 にかかるリストバンド自動精算機は、カード取出開口部には
、搬出された退場カードに当接し当該退場カードの静電気を除去する除電ブラシを備えた
ものである。これにより、帯電したカードの静電気を除去できるとともに、搬送直後のカ
ードが慣性力でカード取出開口部から飛び出すのを防止できる。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、この発明にかかるリストバンド自動精算機の実施の形態につき図面を参照しつつ詳
細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００２６】
図１は、この発明の実施の形態にかかる退場カード発行ユニットを示す斜視図、図２は、
退場カード発行ユニットのカード搬送装置の要部を模式的に示す断面図、図３は、カード
の搬出・搬送過程（ａ）とカードの搬送終了状態（ｂ）を示す説明図、図４は、カードの
排出終了時（ａ）とカード抜き取り途中（ｂ）とカード抜き取り後（ｃ）におけるシャッ
タの動作を示す側面図、図５は、反りのあるカードがガイドレールによって案内搬送され
る様子を示す断面図、図６は、カードがガイドレールによって案内搬送される様子を示す
平面図である。なお、以下の説明において、すでに説明した部材と同一もしくは相当する
部材には、同一の符号を付して重複説明を省略または簡略化する。
【００２７】
退場カード発行ユニット８８は、図１および図２に示すように、カード１９８を前面扉２
の退場カード取出口１００へ搬送するカード搬送装置１８０と、カード貯留部１７１に予
め貯留しているカード１９８をこのカード搬送装置１８０に搬出するカード搬出装置１７
０とから構成されている。両装置１７０，１８０は、基台１８１上に設けられている。こ
の基台１８１は、ローラ１８２ａを有するスライド部１８２を備えており、本体ケース１
に設けられたスライド式レール機構（図示せず）に搭載されている。
【００２８】
カード搬出装置１７０は、カード１９８をカード搬送装置１８０に搬出するために、図示
しないプーリおよび搬送ベルトからなる搬出機構を備えており、モータ１７２を駆動源と
して動作するようになっている。カード搬送装置１８０の搬送駆動源は、このモータ１７
２の駆動力を用いている。すなわち、モータ１７２の駆動力は、プーリ１７３，１７４，
１７４ａおよびベルト１８４によって、カード搬送装置１８０の側板部１８３外部に設け
られたプーリ１８８に伝達されるようになっている。
【００２９】
側板部１８３の内部であってプーリ１８８のシャフトには、プーリ１９０が設けられてい
る。このプーリ１９０は、プーリ１９１，１９２，１９３とともにベルト１９４を駆動す
るようになっている。プーリ１９１等は、シャフト１９１ａ等によって回転自在に軸支さ
れている。ローラ１９５は、ばね手段（図示せず）によってベルト１９４側に付勢されて
おり、ベルト１９４によって搬送されるカード１９８を所定圧力で押圧するように形成さ
れている。
【００３０】
側板部１８３の内壁面に設けた１対のガイドレール１９６，１９６は、図２、図５および
図６に示すように、ベルト１９４によって搬送されるカード１９８の両端部を支持し、カ
ード１９８をカード取出開口部１８５に円滑に案内するとともに、カード取出開口部１８
５近傍においてガイドレール１９６，１９６を次第に幅広にして近接させ、その案内溝ど
うしを連通部１９６ａで連通させることによって、反りの生じたカード１９８を徐々に整
形して反りのない状態でカード取出開口部１８５から送出できるようにし、詰まりを防止
するようにしたものである。
【００３１】
カード取出開口部１８５に設けた除電ブラシ１８６は、搬送され帯電したカード１９８の
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静電気を除去するとともに、搬送直後のカード１９８に所定の摩擦抵抗を付与することに
よってカード１９８が慣性力でカード取出開口部１８５から飛び出すのを防止するための
ものである。なお、除電ブラシ１８６の配線は、基台１８１とアース部１８７により接続
されている。
【００３２】
シャッタ２００は、図３および図４に示すように、カード取出開口部１８５においてカー
ド１９８の逆入れを防止し、カード１９８の抜き取り検知を確実なものとするために設け
たものである。すなわち、シャッタ２００は、ベルト１９４の搬送方向終端部とカード取
出開口部１８５との間に、カード１９８の抜き取りを検知するセンサ２０２とともに設け
られ、このセンサ２０２の上部に対向配置されている。ガイドレール１９６に案内された
カード１９８は、このシャッタ２００とセンサ２０２との間を通過するようになっている
。
【００３３】
シャッタ２００は、板状部材によって形成され、軸２００ａによって回転自在に設けられ
ている。シャッタ２００は、通常はカード１９８の通過経路を塞ぐように閉じている（初
期状態）。このとき、シャッタ２００の傾斜部２００ｂは、ガイドレール１９６に当接し
ており、シャッタ２００が同図の反時計回り方向にそれ以上回転しないようになっている
。
【００３４】
つぎに、シャッタ２００の動作について説明する。図４（ａ）に示すように、ベルト１９
４による搬送が終わると、シャッタ２００の傾斜部２００ｂがカード１９８によって押さ
れ、シャッタ２００は、傾斜部２００ｂがカード１９８と平行になるまで回転（同図では
、時計回り）する。
【００３５】
そして、図４（ｂ）に示すように、センサ２０２によりカード１９８末端部の通過が検知
され、抜き取り検知がなされる。すなわち、カード１９８の搬送終了検知と抜き取り検知
の両方を１つのセンサ２０２で行うことができる。このとき、傾斜部２００ｂは、カード
１９８と当接していないので、シャッタ２００は自重により回転し（同図では、反時計回
り）、上記初期状態に復帰しようとする。抜き取り検知後にカード１９８を逆入れしよう
としても、カード１９８の後端部が突部２００ｃおよび段部２００ｄによって進入を規制
される。
【００３６】
続いて、図４（ｃ）に示すように、カード１９８がカード取出開口部１８５から抜き取ら
れると、シャッタ２００がさらに回転（同図では、反時計回り）して完全に閉じ、上記初
期状態に戻る。このとき、シャッタ２００の傾斜部２００ｂは、ガイドレール１９６に当
接しており、シャッタ２００が同図の反時計回り方向にそれ以上回転しないようになって
いるので、カード１９８を逆入れしようとしてもシャッタ２００は開かず、かかる行為を
有効に防止する。
【００３７】
なお、カード搬送装置１８０をカードリーダ３００に交換する場合には、モータ１７２の
駆動力をプーリ１８８に伝達するベルト１８４を外して、プーリ１７３，１７４，１７４
ａにカード搬出機構専用のベルト（図示せず）を装着すればよい。
【００３８】
以上のように、この実施の形態にかかるリストバンド自動精算機によれば、カードリーダ
３００と互換性があり、カード搬出装置１７０の駆動源を共用できるカード搬送装置１８
０を有した退場カード発行ユニット８８を備えて構成したので、カード搬出装置１７０か
ら搬出されたカード１９８を簡易な構成によって確実に搬送・搬出できるとともに、メン
テナンス性を犠牲にすることなく、顧客側の運用変更に柔軟かつ低コストで対応できる。
【００３９】
また、シャッタ２００およびセンサ２０２を設けたことで、従来のようなソレノイド３０
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４による機構や複数のセンサ３０２，３０６が不要となり、きわめて簡易な構成にてカー
ド１９８の搬送・抜き取り状態を確実に検知できるとともに、カードの逆入れを有効に防
止できる。
【００４０】
また、ガイドレール１９６を設けたことにより、反りの生じたカード１９８を徐々に整形
して反りのない状態でカード取出開口部１８５から送出でき、カード１９８の詰まりを防
止できる。
【００４１】
また、カード取出開口部１８５に除電ブラシ１８６を設けたことにより、搬送され帯電し
たカード１９８の静電気を除去できるとともに、搬送直後のカード１９８が慣性力でカー
ド取出開口部１８５から飛び出すのを防止できる。
【００４２】
【発明の効果】
　以上説明したように、この発明にかかるリストバンド自動精算機（請求項１）によれば
、精算後に退場カードを発行する退場カード発行ユニットを備えたリストバンド自動精算
機において、前記退場カード発行ユニットは、前記退場カードを退場カード取出口へ搬送
手段によって搬送するカード搬送装置と、予め貯留している前記退場カードを前記カード
搬送装置に搬出するカード搬出装置とを備え、前記カード搬送装置は、

【００４３】
また、この発明にかかるリストバンド自動精算機（請求項２）によれば、カード搬送装置
は、退場カード取出口からの退場カードの逆入れを防止するために、当該退場カード取出
口と搬送手段終端部との間にシャッタを備え、前記シャッタは、前記搬送手段を経た前記
退場カードの進入時の当接により姿勢を変化させて当該退場カードの通路を開けるととも
に、当該退場カードの通過後の当接解除により自重で姿勢を変化させて当該退場カードの
通路を閉じるように形成したので、きわめて簡易な構成にて退場カード取出口からの退場
カードの逆入れを防止でき、カード詰まり等を防止できる。
【００４４】
また、この発明にかかるリストバンド自動精算機（請求項３）によれば、シャッタは、搬
送手段を経た退場カードの通過途中の当接により姿勢を変化させて当該退場カードの通路
を閉じるように形成したので、退場カードの通過途中においても、退場カードの逆入れを
防止でき、カード詰まり等を防止できる。
【００４５】
また、この発明にかかるリストバンド自動精算機（請求項４）によれば、退場カードの通
過を検知するセンサ手段を、搬送手段終端部とシャッタとの間に配設したので、一つのセ
ンサ手段により、退場カードの搬送終了と抜き取りとを確実に検知できる。
【００４７】
　また、この発明にかかるリストバンド自動精算機（請求項 ）によれば、カード取出開
口部には、搬出された退場カードに当接し当該退場カードの静電気を除去する除電ブラシ
を備えたので、帯電したカードの静電気を除去できるとともに、搬送直後のカードが慣性
力でカード取出開口部から飛び出すのを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の形態にかかる退場カード発行ユニットを示す斜視図である。
【図２】退場カード発行ユニットのカード搬送装置の要部を模式的に示す断面図である。
【図３】カードの搬出・搬送過程（ａ）とカードの搬送終了状態（ｂ）を示す説明図であ
る。
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退場カードを案内
する案内溝を有したガイドレールを搬送方向と平行に一対備え、前記一対のガイドレール
は、カード取出開口部に近づくにしたがって互いに近接するとともに、当該カード取出開
口部直前において互いの前記案内溝どうしが連通するように形成したので、反りの生じた
退場カードを徐々に整形して反りのない状態でカード取出開口部から送出でき、カード詰
まり等を防止できる。

５



【図４】カードの排出終了時（ａ）とカード抜き取り途中（ｂ）とカード抜き取り後（ｃ
）におけるシャッタの動作を示す側面図である。
【図５】反りのあるカードがガイドレールによって案内搬送される様子を示す断面図であ
る。
【図６】カードがガイドレールによって案内搬送される様子を示す平面図である。
【図７】リストバンド自動精算機を示す背面斜視図である。
【図８】リストバンド自動精算機を示す正面斜視図である。
【図９】リストバンド自動精算機を示す正面図である。
【図１０】リストバンドを示す平面図である。
【図１１】従来の退場カード発行ユニットの要部を模式的に示す断面図である。
【符号の説明】
８８　退場カード発行ユニット
１７０　カード搬出装置
１７１　カード貯留部
１７２　モータ
１７３、１７４、１７４ａ、１８８　プーリ
１８０　カード搬送装置
１８１　基台
１８２　スライド部
１８２ａ　ローラ
１８３　側板部
１８４、１９４　ベルト
１８５　カード取出開口部
１８６　除電ブラシ
１８７　アース部
１９０、１９１、１９２、１９３　プーリ
１９１ａ　シャフト
１９５　ローラ
１９６　ガイドレール
１９６ａ　連通部
１９８　カード
２００　シャッタ
２００ａ　軸
２００ｂ　傾斜部
２００ｃ　突部
２０２　センサ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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